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一
般
質
問

一
般
質
問

【
不
採
択（
１
件
）】(

３
対
20)

▼
安
全
保
障
関
連
法
の
成

立
過
程
に
つ
い
て
、
誠

実
で
丁
寧
な
説
明
と
再

審
議
を
求
め
る
請
願

請
願
者
は
、
９
月
19
日

に
成
立
し
た
「
安
全
保
障

関
連
法
」
の
成
立
過
程
に

つ
い
て
、
国
民
の
疑
問
や

不
安
に
こ
た
え
る
誠
実
で

丁
寧
な
説
明
と
と
も
に
、

再
審
議
を
す
る
こ
と
を
求

め
る
意
見
書
を
国
に
提
出

す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

国
民
の
命
に
か
か
わ
る

重
大
な
法
案
を
、
国
民
へ

の
説
明
も
不
十
分
で
疑
問

に
答
え
な
い
ま
ま
審
議
を

打
ち
切
り
、
議
事
録
も
取

れ
な
い
状
況
の
中
、
数
の

力
で
強
引
に
成
立
さ
せ
た

国
会
運
営
は
、
ま
さ
に
立

憲
主
義
を
踏
み
に
じ
る
暴

挙
で
あ
り
断
じ
て
許
せ
な

い
。
請
願
に
賛
成
す
る
。

【
請
願
の
結
果
】

(

委
員
会
提
出
議
案)

◇
会
議
規
則
の
一
部
改
正

　

近
年
の
男
女
共
同
参
画

の
状
況
に
鑑
み
、
戸
田
市

議
会
に
お
い
て
も
男
女
共

同
参
画
を
考
慮
し
た
議
会

活
動
を
促
進
す
る
た
め
、

女
性
議
員
の
出
産
の
た
め

の
欠
席
に
つ
い
て
規
定
を

追
加
す
る
も
の
で
す
。

意
見
書(

議
員
提
出
議
案)

を
政
府
に
提
出

◇
ブ
ラ
ッ
ド
パ
ッ
チ
療
法

の
保
険
適
用
及
び
脳
脊
髄

液
減
少
症
の
治
療
推
進
を

求
め
る
意
見
書

脳
脊
髄
液
減
少
症
は
、

交
通
事
故
、
ス
ポ
ー
ツ
外

傷
等
、
身
体
へ
の
強
い
衝

撃
に
よ
り
脳
脊
髄
液
が
漏

れ
、
頭
痛
、
め
ま
い
、
吐

き
気
、
倦
怠
感
等
の
さ
ま

ざ
ま
な
症
状
が
発
症
す
る

病
気
で
す
。
治
療
法
で
あ

る
ブ
ラ
ッ
ド
パ
ッ
チ
療
法

を
保
険
適
用
と
す
る
こ
と

な
ど
、
３
点
の
早
期
実
現

を
要
請
す
る
も
の
で
す
。

花
井 

伸
子　
　議

員

賛成討論

定
案
で
は
、
埼
玉
県
内
の

近
隣
市
の
保
育
料
と
同
程

度
の
水
準
に
改
定
す
る
と

と
も
に
、
低
・
中
所
得
世

帯
階
層
で
引
き
上
げ
を
行

わ
な
い
な
ど
、
適
切
な
配

慮
が
な
さ
れ
て
お
り
、
今

回
の
保
育
料
改
定
は
妥
当

と
考
え
る
。

執
行
部
に
お
い
て
は
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト

に
寄
せ
ら
れ
た
意
見
を
真

摯
に
受
け
止
め
、
待
機
児

童
の
解
消
や
保
育
の
質
の

改
善
な
ど
に
引
き
続
き
努

め
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願

い
し
、
賛
成
す
る
。

《
結
果
》

原
案
可
決(

20
対
３)

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

の
利
用
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

健
康
福
祉
の
杜
条
例
の

一
部
改
正

高
齢
者
総
合
介
護
福
祉

条
例
の
一
部
改
正

い
わ
ゆ
る
番
号
法
が
平

成
28
年
１
月
１
日
か
ら
施

行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

市
民
の
利
便
性
や
行
政
事

務
の
効
率
化
に
つ
な
が
る

個
人
番
号
の
利
用
を
、
可

能
な
範
囲
で
積
極
的
に
取

り
扱
う
こ
と
と
し
、
福
祉
、

保
健
、
医
療
、
地
方
税
、

防
災
等
に
関
す
る
事
務
に

つ
い
て
、
独
自
利
用
で
き

る
よ
う
新
た
に
条
例
を
制

定
す
る
も
の
で
す
。
こ
の

条
例
が
制
定
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
窓
口
申
請
時
に

お
け
る
添
付
書
類
の
削
減

や
対
応
時
間
の
短
縮
が
見

込
ま
れ
ま
す
。

《
結
果
》

原
案
可
決(
20
対
３)

※
委
員
会
審
査
で
は
、
個

人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）

制
度
に
つ
い
て
意
見
が

分
か
れ
ま
し
た
。

番
号
法
の
施
行
に
伴
い
、

交
付
が
終
了
す
る
住
民
基

本
台
帳
カ
ー
ド
に
つ
い
て

条
例
の
一
部
改
正
と
廃
止

を
行
う
も
の
で
す
。

《
結
果
》

原
案
可
決(

20
対
３)

※
委
員
会
審
査
で
は
、
個

人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）

制
度
に
つ
い
て
意
見
が

分
か
れ
ま
し
た
。

健
康
福
祉
の
杜
に
お
い

て
新
し
く
訪
問
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
開
始
す
る
こ
と
に

伴
う
改
正
で
す
。

《
結
果
》

原
案
可
決(

20
対
３)

※
委
員
会
審
査
で
は
、
新

し
い
総
合
事
業
の
あ
り

方
に
つ
い
て
意
見
が
分

か
れ
ま
し
た
。

介
護
保
険
法
の
改
正
に

伴
う
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
見
直
し
等
に
伴
い
改

正
す
る
も
の
で
す
。

質　
疑

Ｑ

れ
あ
い
セ
ン
ト
ー

事
業
及
び
高
齢
者

生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
事

業
は
、
ど
う
変
わ
る
の

か
。

Ａ
　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
ト
ー

事
業
は
、
身
体
機
能
の

低
下
な
ど
に
よ
り
家
庭

で
の
入
浴
が
困
難
な
高

齢
者
に
対
し
、
公
衆
浴

場
に
お
い
て
入
浴
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
も
の
。

ま
た
、
高
齢
者
生
活
援

助
サ
ー
ビ
ス
事
業
は
、

家
事
等
の
日
常
生
活
に

援
助
が
必
要
な
高
齢
者

に
対
し
、
在
宅
で
自
立

し
た
生
活
を
営
む
た
め

に
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
も
の
で
あ

る
。
両
事
業
と
も
介
護

保
険
に
同
様
の
サ
ー
ビ

ス
が
あ
り
、
利
用
の
際

に
は
介
護
保
険
が
優
先

す
る
た
め
、
利
用
者
は

数
人
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

平
成
27
年
度
の
介
護

保
険
制
度
改
正
に
よ
り
、

要
支
援
認
定
者
に
対
す

る
訪
問
介
護
及
び
通
所

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
、
全

国
一
律
の
サ
ー
ビ
ス
か

ふ

ら
地
域
の
実
情
に
合
わ

せ
た
市
独
自
事
業
で
あ

る
「
新
し
い
総
合
事
業
」

に
移
行
す
る
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
た
こ
と
を

踏
ま
え
、
そ
れ
ぞ
れ
平

成
28
年
４
月
か
ら
実
施

す
る
「
新
し
い
総
合
事

業
」
に
組
み
入
れ
て
実

施
し
て
い
く
。

《
結
果
》

原
案
可
決(

20
対
３)

※
委
員
会
審
査
で
は
、
新

し
い
総
合
事
業
の
あ
り

方
に
つ
い
て
意
見
が
分

か
れ
ま
し
た
。

介
護
保
険
制
度
改
正
に

基
づ
き
、
要
支
援
者
に
対

す
る
訪
問
介
護
・
通
所
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
市
の
独
自

事
業
に
移
行
す
る
こ
と
に

伴
い
改
正
す
る
も
の
で
す
。

質　
疑

Ｑ

護
予
防
・
日
常
生

活
支
援
総
合
事
業

介

が
新
総
合
事
業
と
さ
れ
、

市
独
自
の
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
こ
と
に
お
い

て
、
具
体
的
な
準
備
は
。

Ａ
　
平
成
27
年
度
初
め
か

ら
、
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
と
高
齢
者
の
生

活
実
態
や
ニ
ー
ズ
に
つ

い
て
意
見
交
換
を
図
り

つ
つ
、
サ
ー
ビ
ス
の
担

い
手
と
な
り
得
る
関
係

団
体
と
も
協
議
を
重
ね

て
き
た
。

現
在
、
緩
和
し
た
基

準
に
よ
り
現
行
サ
ー
ビ

ス
に
比
べ
て
安
価
で
利

用
で
き
る
訪
問
型
サ
ー

ビ
ス
や
、
入
浴
に
特
化

し
た
短
時
間
の
通
所
型

サ
ー
ビ
ス
、
ま
た
、
ヘ

ル
パ
ー
資
格
を
持
た
な

い
方
に
よ
る
ご
み
捨
て

や
掃
除
と
い
っ
た
簡
易

な
サ
ー
ビ
ス
等
、
多
様

な
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
に

向
け
、
単
価
や
基
準
等

を
ま
と
め
て
い
る
。

全
体
の
サ
ー
ビ
ス
体

系
と
し
て
は
、
こ
れ
ら

市
独
自
の
サ
ー
ビ
ス
を

選
択
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
同
時
に
、
現
行
相

当
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
に

つ
い
て
も
必
要
と
す
る

方
へ
提
供
で
き
る
と
い

う
柔
軟
な
サ
ー
ビ
ス
提

供
体
制
を
整
え
て
い
く
。

《
結
果
》

原
案
可
決(

20
対
３)

※
委
員
会
審
査
で
は
、
新

し
い
総
合
事
業
の
あ
り

方
に
つ
い
て
意
見
が
分

か
れ
ま
し
た
。

減
免
申
請
期
限
を
現
行

の
「
納
期
限
前
７
日
」
か

ら
「
納
期
限
」
に
改
め
、

ま
た
、
番
号
法
の
施
行
に

伴
い
、
条
例
に
個
人
番
号

を
減
免
申
請
書
の
記
載
事

項
と
す
る
規
定
を
加
え
る

も
の
で
す
。

《
結
果
》

原
案
可
決(

20
対
３)

※
委
員
会
審
査
で
は
、
個

人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
）
制
度
に
つ
い
て

意
見
が
分
か
れ
ま
し

た
。

既
定
の
額
に
約
３
億
７

４
０
０
万
円
を
追
加
し
、

国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
改
正

一
般
会
計
補
正
予
算

総
額
を
約
４
８
９
億
７
８

０
０
万
円
と
す
る
も
の
で

す
。歳

出
で
は
、
生
活
保
護

扶
助
費
の
増
額
、
人
件
費

の
精
査
、
及
び
こ
れ
に
伴

う
財
政
調
整
基
金
積
立
金

の
増
額
（
４
億
４
２
０
０

万
円
）
な
ど
で
す
。

歳
入
と
し
て
は
、
生
活

保
護
扶
助
費
の
増
額
に
伴

う
国
庫
負
担
金
の
増
額
、

平
成
26
年
度
に
下
水
道
事

業
会
計
へ
交
付
し
た
補
助

金
に
つ
い
て
、
当
該
事
業

会
計
の
決
算
に
伴
う
、
純

利
益
分
の
返
還
に
よ
る
精

算
金
の
増
額
な
ど
で
、
歳

出
に
対
す
る
不
足
額
に
つ

い
て
は
、
前
年
度
繰
越
金

を
見
込
ん
だ
も
の
で
す
。

《
結
果
》

原
案
可
決(

20
対
３)

※
委
員
会
審
査
で
は
、
個

人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
）
制
度
及
び
人
件

費
の
減
額
分
を
財
政
調

整
基
金
に
積
み
立
て
る

こ
と
に
つ
い
て
意
見
が

分
か
れ
ま
し
た
。

【
人
事
案
件
】

加
藤　

静
子
氏(

再
任)

奥
住　

博
明
氏(

再
任)

武
内　

利
行
氏(

再
任)

梅
田　

雪
代
氏(

再
任)

向
井　

由
記
子
氏(

新
任)

《
結
果
》

い
ず
れ
も
同
意(

全
員
一

致)◆
選
挙
管
理
委
員

大
山　

賀
市
氏(

新
任)

神
谷　

雄
三
氏(

新
任)

駒
崎　

恭
子
氏(

再
任)

萩
原　

平
壽
氏(

新
任)

◆
補
充
員

熊
木　

保
衛
氏(

再
任)

小
竹　

久
夫
氏(

新
任)

飯
塚　
　

肇
氏(

新
任)

奥
墨　

健
司
氏(

新
任)

《
結
果
》

い
ず
れ
も
当
選(

全
員
一

致) 人
権
擁
護
委
員
候
補
者

選
挙
管
理
委
員
・

補
充
員

知
っ
ｔ
ｏ
ｃ
ｏ
ク
イ
ズ

委
員
会
視
察
レ
ポ
ー
ト

議
会
を
知
っ
ｔｏ
ｃ
ｏ

知
っ
ｔ
ｏ
ｃ
ｏ
ク
イ
ズ

委
員
会
視
察
レ
ポ
ー
ト

議
会
を
知
っ
ｔｏ
ｃ
ｏ

▲こどもの国さくら草保育園

番
号
法
に
基
づ
く
個
人

番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
条
例

※
①

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
に
関
す
る
条
例
等

（
３
条
例)

の
一
部
改
正

※
②
（
５
ペ
ー
ジ
欄
外
参
照
）

※①番号法に基づく個人番号の利用等に関する条例……( 正式名称 )「戸田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」

※②指定地域密着型サービスに関する条例等の一部改正……( 正式名称 )「戸田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　する基準を定める条例の一部を改正する条例」外２件


